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はははは    じじじじ    めめめめ    にににに    
 

2006（平成 18）年に自殺対策基本法が制定されて以降、自殺

は個人の問題から社会の問題であるとの認識のもと、さまざま

な対策が講じられ自殺者数は減少傾向にありますが、依然とし

て、毎年多くの尊い命が失われています。その背景には、社会

的な問題が複雑に関与していることから、さまざまな分野の総

合的な取り組みが必要です。 

 こうした中、2016（平成 28）年４月に自殺対策基本法が改正され、さらなる自殺対策の強化

と、自殺対策を「生きることの包括的な支援」として実施することを基本に、地方自治体に自殺

対策計画の策定が義務付けられました。 

 本市では、市民の皆さまがさまざまな困難に直面した場合に、一人で抱えこむのではなく、み

んなで支え合い、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指し、刈谷市自殺対策計画

を策定いたしました。 

 今後はこの新たな計画に基づき、市民、地域、学校、関係機関、行政が連携して自殺対策に取

り組んでまいります。 

 最後になりましたが、本計画の策定にあたりまして、貴重なご意見をいただきました刈谷市自

殺対策計画策定委員会の委員の皆さまをはじめ、アンケート調査にご協力いただきました団体、

市民の皆さまに心から感謝申し上げます。 

 

 2019（平成 31）年３月 

刈谷市長 竹 中 良 則 
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